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はじめに 

 

かつて、最高裁判所大法廷は、裁判長が法廷警察権の行使として傍聴人

がメモを取ることを制限したことの違法性に関して、「過去において、（中

略）荒れる法廷が日常であった当時」と比較し、上告人がメモを取ること

を制限された 「当時においては、既に大多数の国民の裁判所に対する理解

は深まり、法廷において傍聴人が裁判所による訴訟の運営を妨害するとい

う事態は、ほとんど影をひそめるに至っていたこともまた、当裁判所に顕

著な事実である」などとして、 「合理的根拠を欠いた法廷警察権の行使であ

る」と判断した（レペタ訴訟・最大判平成元年３月８日民集第４３巻２号

８９頁）。 

平成１１年１２月８日、最高裁判所は、「２１世紀の司法制度を考える」

と題する意見表明を行い、司法制度改革に関する裁判所の基本的な考え方

を示した。ここでは、 「広く司法制度を国民に利用しやすく、親しみやすい

ものとし、日々の運用の中でその効用についての理解を深めつつ、長期に

わたって改革、改善の努力を継続していくことが何よりも必要である。」と

謳われた。 

平成の時代を経て、令和の時代になる中で、裁判所はかつてよりも、一

層身近な存在になった。法廷や裁判官を舞台にした漫画やテレビドラマは

一般的になり、小 ・中学生が裁判所で傍聴をする姿を目にすることも少な

くない。 

このような時代において、原告らは、それぞれが強い想いを込めた支援

者として、あるいは、自身のアイデンティティの一部として、特定の裁判

を傍聴したり、訴訟関係者として訴訟行為をしたりしようとした。これに

対しそれぞれの法廷の裁判長は、原告らが身に着ける靴下の柄やパーカー
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の文字を隠す、バッジを取り外すといった対応を取らなければ、傍聴等を

認めないとの対応を取った。いずれの裁判長も、これらの措置をなすにあ

たり、その必要性、理由等について、何らの説明もしていない。  

無論、裁判長は、法廷の秩序を維持する職責を負っており、一定の場合

には、傍聴人や訴訟関係者の服装を制約することなども許される。しかし、

それは無制限ではない。裁判長が、主観的に、自由に、傍聴人や訴訟関係

者を制約することを許せば、憲法第８２条が要請する公開裁判の原則は画

餅に帰すことにもなりかねない。また、そのような権力的な対応は、裁判

を市民から遠ざけるものとなり、最高裁判所が打ち出し実現しようとした

「利用しやすく、親しみやすい」司法の姿とも相反することにもなるだろ

う。 

本訴訟を通して、「法廷における秩序」 「裁判が公開されること」の今日

的な意義、ひいては、令和の時代における司法と社会のあるべき関係性を、

裁判所・市民とともに考えていきたい。  
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請求の趣旨  

１ 被告は、原告鈴木賢に対し、金１１０万円及びこれに対する訴状送達

の日の翌日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払

え。 

２ 被告は、原告清水一人に対し、金１１０万円及びこれに対する訴状送

達の日の翌日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支

払え。 

３ 被告は、原告小川秀世に対し、金１１０万円及びこれに対する訴状送

達の日の翌日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支

払え。 

４ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決を求める。  

 

 

請求の原因  

第１ 事案の概要 

本訴訟は、原告らそれぞれが、特定の訴訟を担当する裁判体の裁判長よ

り、裁判所法（昭和２２年法律第５９号）第７１条第２項に基づく法廷警

察権の行使として、服装の制約を受けたり、バッジを外させられたりした

ことについて、各法廷警察権の行使は同項の定める要件を満たさず違法で

あり、かつ、国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項にい

う違法な公権力の行使にもあたることから、これにより被った精神的苦痛

に対して、国家賠償を求めるものである。 

 

第２ 当事者 

１ 原告鈴木賢 
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原告鈴木賢（以下「原告鈴木」という。）は、法学の研究者（明治大学教

授、北海道大学名誉教授）であり、現代中国法及び台湾法の各分野、 「ＬＧ

ＢＴＱ＋」などと表記されるいわゆる性的マイノリティの権利保障等を、

主たる研究テーマとする（甲１、甲２）。  

 

２ 原告清水一人 

原告清水一人（以下「原告清水」という。）は、下記第３ ・２・⑸にて述

べる、袴田巌氏（以下「袴田氏」という。）を再審請求人とする 「袴田事件」

を支援するため、令和２年に 「袴田サポーターズ・クラブ」（以下「本件ク

ラブ」という。甲３）を立ち上げ、以後、現在まで、その代表を務める者

である（甲４）。 

 

３ 原告小川秀世 

原告小川秀世（以下「原告小川」という。）は弁護士であり（静岡県弁護

士会所属／修習期：第３６期。甲５）、昭和５９年の弁護士登録と同時に袴

田事件について袴田氏の再審無罪を求める弁護団（以下「袴田弁護団」と

いう。）に加わり、袴田弁護団の事務局長と主任弁護人を兼務するなどし

た者である（甲６）。 

 

４ 裁判官上田洋幸 

⑴ 裁判官上田洋幸（以下「裁判長上田」という。）は、現在、福岡地方裁

判所第６民事部に所属する裁判官（司法修習期：第４８期）であり、部

総括判事の地位にある（甲７）。  

⑵ 裁判長上田は、令和５年６月８日、福岡地方裁判所の第１０１号法廷

前の廊下において、裁判所職員を介して、原告鈴木に対し、後記第３・

１・⑴にて述べる 「本件レインボー柄排除命令」を出した （甲２、甲８）。 

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/49d07052d3884fb4a6a6220209b1a3a4.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/821f10666b28a83aa0c624897f63955c.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/763dbb9bf157dbcac31346d9699c5bca.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/55ba6a32b1eeceb48eecbaf1976327d7.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/5fa283e740af0727e86dee526d808eac.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/15626e8bff3faa04801dc24989af6602.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/8a39837ec373542082c9bf680ec8e959.pdf
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５ 裁判官國井恒志 

⑴ 裁判官國井恒志（以下「裁判長國井」という。）は、現在、静岡地方裁

判所刑事部に所属する裁判官（司法修習期：第４６期）であり、部総括

判事の地位にある（甲９）。 

⑵ 裁判長國井は、令和６年４月２４日、静岡地方裁判所の第２０２号法

廷前の廊下において、裁判所職員を介して、原告清水に対し、後記第３・

２・⑴にて述べる 「本件バッジ排除命令 （清水）」を出し、また「本件パ

ーカー文字排除処置」を取った（甲４、甲１０）。 

また、裁判長國井は、令和６年４月２４日、静岡地方裁判所の第２０

２号法廷内において、自ら、原告小川に対し、後記第３・３・⑴にて述

べる「本件バッジ排除命令（小川）」を出した（甲６）。 

 

６ 被告 

裁判官は、特別職の公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第３項第１３号）にあたり、裁判官による違法行為に対する損害賠

償請求訴訟の被告は「国」となる（国家賠償法第１条第１項参照）。 

 

第３ 原告らそれぞれが争う「公権力の行使」の内容等  

１ 原告鈴木について 

⑴ 原告鈴木が争う「公権力の行使」の内容 

本訴訟において、原告鈴木が違法性を争う「公権力の行使」の内容は、

次のとおりである。 

すなわち、原告鈴木が、令和５年６月８日、下記⑷で述べる 「 「結婚の自

由をすべての人に」訴訟」の一つとして福岡地方裁判所に提起された訴訟

（令和元年（ワ）第２８２７号、令和３年（ワ）第４４７号。以下「本件
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福岡地裁訴訟」という。）の判決言渡期日 （以下「本件福岡地裁判決期日」

という。）を傍聴するため、判決言渡しが行われる福岡地方裁判所の第１０

１号法廷に入ろうとしたところ、同訴訟を担当する裁判体の裁判長である

裁判長上田の指示を受けた裁判所職員が、原告鈴木に対し、原告鈴木が着

用していた下記⑵で述べる 「本件靴下」の 「レインボー柄」が見える状態

では入廷できないとして、レインボー柄を見えないようにするよう命じた

行為である（甲２、甲８。以下、この命令をもって 「本件レインボー柄排

除命令」という。）。 

なお、当該裁判所職員は、レインボー柄のマスクを付け替えさせるため

の白色マスク、及び、衣服等におけるレインボー柄等を隠すためのガムテ

ープを所持していた。 

裁判長上田及び裁判所職員は、原告鈴木に対して、本件レインボー柄排

除命令をなすにあたり、その必要性、理由等について、何らの説明も行っ

ていない。 

 

⑵ 原告鈴木が着用していた靴下 

原告鈴木が着用していた靴下（以下「本件靴

下」という。）は、次のとおりである （写真１参

照）。 

すなわち、本件靴下は、綿、ポリエステルなど

の素材からなり、白色の生地の上に、３本のライ

ンが入っている。本件靴下のボディ部は約２０

cm であり、３本のラインは、ボディ部の上部か

ら、上から順に、赤色及びオレンジ色（幅約１５

mm）、黄色及び緑色（幅約２０mm）、青色及び紫色

（幅約１５mm）にてそれぞれ構成されており、ラ

 

写真１：本件靴下  

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/68e55d700a535783185d107623e736da.pdf
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インの間は各約７mm 空いている（合計６色からなる３本のラインである。

これら６色の配色のライン柄をもって、以下「レインボー柄」という。甲

１１）。 

本件靴下は、大手コンビニエンスストアのファミリーマートにおいて

「ラインソックス Line Socks」という名称の商品のひとつとして販売さ

れていた。 

原告鈴木は令和４年に本件靴下を２足購入して、本件福岡地裁判決期日

を傍聴する日に、うち１足を着用した（甲２。残り１足は、購入時のまま

保管されている。）。 

本件福岡地裁判決期日の当日、原告鈴木は、半ズボンを着用していたた

め、本件靴下のレインボー柄が見える状況にあった（甲８）。  

 

⑶ 原告鈴木の対応 

原告鈴木は、本件福岡地裁訴訟の判決言渡しを傍聴するため、やむを得

ず、本件レインボー柄排除命令に応じ、身に着けていた本件靴下を内側に

折り込んで、レインボー柄を隠した。  

裁判長上田の指示を受けた裁判所職員は、原告鈴木が身に着けていた本

件靴下のレインボー柄が見えないようにされたことを確認して、第１０１

号法廷への入室を認め、原告鈴木は、本件福岡地裁訴訟の判決言渡しを傍

聴することができた。 

 

⑷ 「結婚の自由をすべての人に」訴訟について  

現行法上、我が国では、異性間でのみ、法律上の婚姻が認められている。

同姓同士の結婚を求める当事者らは、令和元年２月１４日、かかる法制度

が違憲であると主張して、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所にて

国家賠償請求訴訟を提起し、同年９月５日には福岡地方裁判所にて同様の

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/68e55d700a535783185d107623e736da.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/68e55d700a535783185d107623e736da.pdf
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訴訟を提起した。また、令和３年３月１４日には、東京地方裁判所にて第

二次となる国家賠償請求訴訟が提起された （以上、甲１２参照。これら一

連の訴訟をもって、以下「 「結婚の自由をすべての人に」訴訟」という。）。 

これら一連の訴訟及び運動は広く強く社会的な関心を集め、多くのメデ

ィアで取り上げられた。多数の支援団体が結成され、また国会に制度変更

を求める意見書等がさまざまな団体で採択された。 

一連の訴訟の多くの期日では、傍聴可能人数を上回る傍聴希望者が集ま

り、抽選が行われた。本件福岡地裁訴訟についても同様である。 

 

⑸ 本件福岡地裁判決期日の位置付け 

本件福岡地裁訴訟は、令和４年１２月８日に開かれた第１１回期日にお

いて弁論が終結しており、本件福岡地裁判決期日は、第１２回期日にあた

る。この期日では、判決言渡しが予定され、実際、判決の言渡しのみが行

われた（甲１３）。 

 

⑹  本件靴下のレインボー柄を見えないようにさせられたことの原告鈴

木にとっての意味 

本件靴下を着用して本件福岡地裁判決期日を傍聴しようとした原告鈴

木にとって、本件レインボー柄排除命令を受け、本件靴下のレインボー柄

を見えないようにさせられたことは、単に服装の制約を受けたということ

にとどまらない。性的マイノリティの権利保障の研究者として、支援者と

して、そして自身が性的マイノリティにある者として、原告鈴木にとって

レインボー柄は象徴的な特別な意味をもっている。  

レインボー柄は、１９７７年にサンフランシスコで行われた性的マイノ

リティのプライド・パレードで初めて用いられた。アーティストのギルバ

ート・ベイカー氏が性的マイノリティのシンボルとして考案したとされ、
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それぞれの色には意味が込められている。以降、世界中において、性的マ

イノリティの当事者・支援者たちの連帯やアイデンティティを象徴するも

のとなった（甲１４）。  

原告鈴木は、日常的にレインボー柄のストラップをバッグにつけて生活

しており、プライド・パレードなど性的マイノリティに関連するイベント

に参加する際には加えてレインボー柄の装飾品や衣服を身につけている。

原告鈴木にとってレインボー柄を身につけることは、自らのアイデンティ

ティの確認であるとともに、差別を受けてきた性的マイノリティ当事者へ

連帯を示す意味がある。  

本件福岡地裁判決期日を傍聴するにあたり本件靴下を身に着けていた

ことも同様である。判決当日は、自らのアイデンティティを確認し、かつ

性的マイノリティへの連帯を示すために、本件靴下を着用していた。 

原告鈴木にとって、裁判所という権力機関によりレインボー柄を隠させ

られることは、憲法第１３条に基づき尊重されるべきアイデンティティに

対する侵襲を受けたことにほかならない。  

 

２ 原告清水について 

⑴ 原告清水が争う「公権力の行使」の内容 

本訴訟において、原告清水が違法性を争う「公権力の行使」の内容は、

次のとおりである。 

すなわち、原告清水は、下記⑸で述べる袴田事件の再審公判（平成２０

年（た）第１号。以下「本件再審公判」という。）の第１回期日から欠かさ

ず傍聴抽選に臨んでいたが、令和６年４月２４日の第１４回期日において

初めて抽選に当たり、本件再審公判を傍聴する機会を得た。原告清水が、

静岡地方裁判所の第２０２号法廷に入ろうとしたところ、本件再審公判を

担当する裁判体の裁判長である裁判長國井の指示を受けた、刑事部訟廷管
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理課に所属する管理官である土屋氏（以下「土屋管理官」という。）が、入

廷前の所持品検査中に原告清水が着用する本件バッジの存在を認識し、裁

判長國井の意向をその場で電話を用いて確認した上、原告清水に対し、原

告清水が着用していた下記⑵で述べる 「本件バッジ」が見える状態では入

廷できないとして、その取外しを命ずるとともに（以下、この命令をもっ

て「本件バッジ排除命令 （清水）」という。）、同じく原告清水が着用してい

た下記⑶で述べる 「本件パーカー」の「HAKAMADA」の文字が見える状態で

は入廷できないとして、それを見えないように養生テープを重ねて貼り付

ける処置を執った（以下、この処置をもって「本件パーカー文字排除処置」

という。以上、甲４）。なお、土屋管理官は、原告清水が袴田氏の支援者で

あることを従前から知っていた。 

裁判長國井及び土屋管理官は、原告清水に対して、本件バッジ排除命令

（清水）及び本件パーカー文字排除処置をなすにあたり、その必要性、理

由等について、何らの説明も行っていない。 

 

⑵ 原告清水が着用していたバッジ  

原告清水が着用していたバッジ（以下「本件バ

ッジ」という。写真２参照）は、本件クラブの会

員章であり、原告清水がデザインしたものである

（甲４）。 

本件バッジは、直径２１mm の円状であり、中央

部分には黄緑色の背景の上に椿の花が描かれ、外

周部分には白色の背景の上に「HAKAMATA SUPPORTERS CLUB」（１文字あた

り、高さ約２mm、幅約１mm）及び 「幸せの花」 （１文字あたり、高さ約２mm、

幅約２mm）との茶色の文字がそれぞれ配置されている（甲１５）。  

 

 

写真２：本件バッジ  

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/14c3744650d1429e8ebe5dd68fac24c5.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/14c3744650d1429e8ebe5dd68fac24c5.pdf
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⑶ 原告清水が着用していたパーカー  

原告清水が着用していたパーカー （以下「本

件パーカー」という。写真３参照）は、袴田

氏を支援する「日本プロボクシング協会袴田

巌支援委員会」 （以下「本件支援委員会」とい

う。）が、令和３年１２月から翌月にかけて、

インターネット上で寄付を集めるクラウドフ

ァンディングを実施した際に、寄付者への返

礼品とされたものの一つである。原告清水

は、このクラウドファンディングで寄付を

して、本件パーカーを返礼品として入手し

て以来、活動の折に触れて着用している （甲

４）。 

本件パーカーは、灰色の下地のフード付

きのものであり、背中側の上段に「 FREE 

HAKAMADA」の文字、中段にボクシングのグ  

ローブのデザイン、下段に「THE FINAL ROUND GONG」の文字、最下段に「JAPAN 

PRO BOXING ASSOCIATION」の文字が、それぞれ黒色でデザインされている。

「FREE HAKAMADA」の文字は、一文字あたり、高さ約３５ mm、幅約２０mm で

ある（以上、甲１６。写真４参照）。  

 

⑷ 原告清水の対応 

原告清水は、本件再審公判第１４回期日を傍聴するため、やむを得ず、

本件バッジ排除命令 （清水）に応じ、身に着けていた本件バッジを外して、

法廷外に設置された箱に入れた。 

写真４：本件パーカー背中部分  

写真３：本件パーカー  
 

 

 

 

 

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/2d095dd32ef076a96d02dd19f115ff35.pdf
https://www.call4.jp/file/pdf/202411/2d095dd32ef076a96d02dd19f115ff35.pdf
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また、同じく、原告清水は、本件再審公

判第１４回期日を傍聴するため、やむを得

ず、本件パーカー文字排除処置に応じ、原

告清水が着用するパーカーの「HAKAMADA」

の文字の上に、裁判長國井の指示を受けた

裁判所職員が養生テープを重ねて貼り付け

ることに、抵抗せずに応じた（甲４、甲１

０。写真５参照）。 

これらの対応・処置を経て、土屋管理官

は、原告清水が第２０２号法廷に入室するこ

とを認め、原告清水は、本件再審公判第１４

回期日を傍聴することができた。 

 

⑸ 袴田事件について 

昭和４１年６月３０日午前２時、静岡県の味噌製造会社の専務宅が全焼

し、焼け跡から４名の死体が発見された。同社の従業員であった袴田氏が

犯人であるとして逮捕 ・起訴された。第一審は袴田氏の死刑判決を言い渡

した。控訴審の棄却判決を経て、昭和５５年１１月１９日、最高裁判所が

上告棄却をしたことにより、袴田氏の死刑判決が確定した。  

袴田氏はえん罪であるとして、昭和５６年４月２０日、再審請求が申し

立てられたが、平成２０年３月２４日、最高裁判所は特別抗告を棄却し、

再審請求を棄却した静岡地方裁判所の決定が確定した。  

平成２０年４月２５日、第二次の再審請求が申し立てられた。平成２６

年３月２７日、静岡地方裁判所は、再審を開始するとともに、死刑及び拘

置の執行を停止する旨の決定をし、同日、袴田氏は釈放された。 

写真５：当日の様子（静岡新聞

令和 6 年 4 月 27 日デジタル版

より。甲 10）  
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上記決定に対し、検察官による即時抗告、東京高等裁判所による再審開

始決定の取消し、再審請求人による特別抗告、最高裁判所による破棄差戻

し、東京高等裁判所による検察官による即時抗告の棄却決定を経て、令和

５年３月、再審開始決定が確定した（以上、甲１７）。   

再審開始決定の確定後、令和５年１０月２７日から静岡地方裁判所にて

１６回にわたり再審公判が開かれた。期日の経過は、次のとおりである。 

回数 日にち 備考  

第１回期日  令和５年１０月２７日  

第２回期日  令和５年１１月１０日  

第３回期日  令和５年１１月２０日  

第４回期日  令和５年１２月１１日  

第５回期日  令和５年１２月２０日  

第６回期日  令和６年１月１６日  

第７回期日  令和６年１月１７日  

第８回期日  令和６年２月１４日  

第９回期日  令和６年２月１５日  

第１０回期日 令和６年３月２５日  鑑定人尋問  

第１１回期日 令和６年３月２６日 鑑定人尋問  

第１２回期日 令和６年３月２７日 鑑定人尋問  

第１３回期日 令和６年４月１７日  

第１４回期日 令和６年４月２４日 証拠調（書証）、 

本件バッジ排除命令（清水）、

本件バッジ排除命令（小川）  

第１５回期日 令和６年５月２２日 結審  

第１６回期日 令和６年９月２６日 判決言渡し 
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令和６年９月２６日、静岡地方裁判所において再審無罪判決が言い渡さ

れ、検察官の控訴なく袴田氏の無罪が確定した（殺人事件の発生から、死

刑判決の確定、再審開始決定の確定、再審無罪の確定までの一連の経緯を

含めて、以下「袴田事件」という。）。 

 

⑹ 本件バッジを外させられ、本件パーカーの「 HAKAMADA」の文字を覆い

隠されたことの原告清水にとっての意味  

本件バッジ及び本件パーカーを着用して、本件再審公判の期日を傍聴し

ようとした原告清水にとって、理由を示されることもなく、本件バッジ排

除命令（清水）を受け、本件パーカー文字排除処置がなされたことは、単

に服装の制約を受けたということにとどまらない。 

原告清水は、長年にわたり袴田氏の支援団体の代表としてその支援活動

に携わっている。支援活動は、原告清水にとっての生活の一部となりアイ

デンティティを構成していた。本件バッジはその支援活動の象徴である。

支援者としてのアイデンティティを自ら確認し、苛酷な人生を強制された

袴田氏に思いを馳せて、かつ他のサポーターとの連帯を示すために、毎日

欠かさず本件バッジを身につけて生活している。 

原告清水にとって、裁判所という権力機関により本件バッジを取り外さ

せられたり、支援をしてきた袴田氏を指す「 HAKAMADA」の文字の上に何重

にも養生テープを貼られたりしたことは、憲法第１３条に基づき尊重され

るべきアイデンティティに対する侵襲を受けたことにほかならない。 

 

３ 原告小川について 

⑴ 原告小川が争う「公権力の行使」の内容 

本訴訟において、原告小川が違法性を争う「公権力の行使」の内容は、

次のとおりである。 
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すなわち、原告小川は、袴田氏の弁護人として、本件再審公判の第１回

期日から一貫して公判に出廷し弁護活動に従事していた。第１３回期日ま

で、原告小川をはじめとする袴田弁護団の複数の弁護士や、袴田氏の実姉

で本件再審公判における補佐人である袴田ひで子氏は、それぞれ本件バッ

ジを着用していたが、その取外しを命じられたことはなかった。 

令和６年４月２４日、本件再審公判第１４回期日が開かれたが、途中休

憩の際、裁判長國井から袴田弁護団に対し、原告小川を含む袴田弁護団の

一部の弁護士が着用していた本件バッジを近くで見せるよう指示がなさ

れた。袴田弁護団の弁護士の一人が裁判長國井に近づき、本件バッジを外

して見せると、裁判官國井は、弁護団のうち、原告小川を含む本件バッジ

を着用する者に対して、本件バッジを取り外すよう命じた。一部の弁護士

はこれに応じたが、原告小川はこれに応じずにバッジを着用したまま休憩

明けの公判期日に出廷した。裁判官國井は、重ねて本件バッジの取外しを

命ずることはしなかった。しかし、裁判長國井は、本件再審公判第１４回

期日の終わり際に、法廷内において、原告小川らに対し、次回以降の期日

においては本件バッジを着用せずに出廷することを命じた （以下「本件バ

ッジ排除命令（小川）」という。甲６）。  

裁判長國井は、原告小川に対して、本件バッジ排除命令（小川）をなす

にあたり、その必要性、理由等について、何らの説明も行っていない。 

 

⑵ 原告小川の対応 

本件再審公判第１４回期日後、原告小川は、本件再審公判の裁判体あて

に、令和６年５月１０日付けで、本件バッジの着用を認めることを求める

旨の「バッジを外す指示に対する意見書」 （甲１８）を提出した （なお、原

告小川は、國井裁判長による法廷警察権の行使に関し、同裁判体及び裁判

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/a269de6d78f19d192f08ac213699e570.pdf
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長國井に対して提出した令和６年２月２６日付け申入書においても、これ

を中止するよう申し入れていることについて、甲１９）。 

翌日である５月１１日、静岡地方裁判所の書記官から原告小川あてに、

当該意見書を踏まえてなお、本件バッジの着用は認められない旨の電話が

あった。これを受けて、原告小川は、本件再審公判の第１５回期日 （令和

６年５月２２日）及び判決言渡期日 （同年９月２６日）においては、袴田

氏の弁護人としての職務を全うするためにやむを得ず、本件バッジを着用

せずに出廷した。 

なお、本件再審公判において、当事者席に補佐人の立場で毎回出席して

いた袴田ひで子氏も、本件再審公判の第１５回期日及び判決言渡期日にお

いて本件バッジを着用することができなかった。 

 

⑶ 本件バッジを外させられたことの原告小川にとっての意味  

本件バッジを着用して、本件再審公判に臨もうとしていた原告小川にと

って、理由を示されることもなく、本件バッジ排除命令（小川）を受け、

本件バッジを取り外させられたことは、単に服装の制約を受けたというこ

とにとどまらない。 

原告小川は、弁護士登録以来、約４０年にわたり袴田弁護団の一員とし

て袴田氏の弁護人としてその権利の回復にかかわってきた。原告小川にと

って、その活動は職業としての弁護活動を超え、一種のライフワークとな

っていた。 

また、原告小川は、本件バッジ排除命令（小川）がなされた時点におい

て、袴田弁護団の主任弁護人かつ事務局長の立場にあった。原告小川にと

って、袴田事件の公判に出廷できず弁護活動に従事できないということは、

端的に弁護権 （憲法第３４条前段及び第３７条第３項）に対する直接的で

強力な侵害を意味する。 

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/cc8d910df5fd7bdf277b3503cc7b604b.pdf


 

22 
 

さらに、原告小川にとって本件バッジの着用は弁護活動の一環でもあっ

た。死刑再審事件という困難な弁護活動を行うためには、支援者との連帯

が欠かせない。最終的に再審開始決定及び無罪判決をもたらした重要な証

拠収集活動や再現実験等の多くは、弁護団が支援者と協働しながら行った

ものであり、支援者の存在及び協力は弁護活動に不可欠であった。原告小

川は支援者を増やすため、講演等の活動や支援者との情報共有を長年続け

ており、法廷における本件バッジの着用もその一環であった。 

このように、原告小川にとって、本件バッジ排除命令（小川）を受け、

本件バッジを外さなければ裁判所という権力機関により公判廷への出廷

を拒絶されるという扱いを受けたことは、憲法第１３条に基づき尊重され

るべきアイデンティティに対する侵襲並びに憲法第３４条前段及び第３

７条第３項に基づき保障される弁護権に対する侵害を受けたことにほか

ならない。  

 

第４ 法廷警察権について 

１ 原告らそれぞれが争う「公権力の行使」の法的位置付け 

本件レインボー柄排除命令、本件バッジ排除命令（清水）、本件パーカー

文字排除処置、及び本件バッジ排除命令（小川）（これら４つの命令及び処

置をあわせて、以下 「本件各命令・処置」という。）は、これらがなされた

状況等に照らして、法廷警察権の行使としてなされたものである。 

庁舎に立ち入ることを禁じるものではなく、また庁舎を管理する裁判所

所長（裁判所の庁舎等の管理に関する規程（昭和４３年最高裁判所規程第

４号）第２条参照）に命じられたものではないから庁舎管理権の行使では

なく、事件の具体的内容と直接関わりなく命じられたものであるから訴訟

指揮権（民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第１４８条、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第２９４条）の行使でもない。 
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２ 法廷警察権の法令上の根拠  

法廷警察権の法令上の根拠は、裁判所法第７１条である。 

同条第１項は「法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人

の裁判官がこれを行う。」として、法廷における秩序の維持は合議体による

審理の場合には裁判長が責任を負う旨を定める。 

合議体審理の場合、法廷警察権を行使することができるのは裁判長であ

るが、裁判長は、裁判所職員に指示して（裁判所職員を介して）これを行

使することもできる （甲２０・３０頁）。法廷警察権行使の相手方は、当該

訴訟の当事者に限らず、傍聴人ないし傍聴しようとする者も含まれる。ま

た、法廷の秩序を維持するに必要な限り、法廷の内外を問わず裁判官が妨

害行為を直接目撃または聞知し得る場所まで及び、審理中の時間のほか、

これに接着する前後の時間も含まれる（最判昭和３１年７月１７日刑集１

０巻７号１１２７頁。同・２８頁）。 

法廷警察権の行使要件は同条第２項に定められている。同項は「裁判長

又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、

又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を

維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。」と定める。 

 

３ 法律・判例・憲法は行使要件の充足に客観的な根拠を求めていること  

⑴ ここで強調しておくべきことは、裁判長が法廷警察権を行使すること

ができるのは、裁判所法第７１条第２項が定める２類型のみであるとい

うことである。 

  第１の類型は、法廷警察権行使の相手方が、「法廷における裁判所の職

務の執行を妨げ」る者にあたる場合である。ここにいう 「法廷における

裁判所の職務の執行を妨げ」る行為とは、「法廷における静粛で秩序正し



 

24 
 

い手続の進行を妨害する行為」であり、「裁判官その他裁判所職員、検察

官、弁護士、被告人等に対する暴行および暴言ならびに喧騒行為が代表

的なもの」と解されている。 

  第２の類型は、法廷警察権行使の相手方が、「不当な行状をする者」に

あたる場合である。「不当な行状」とは、「法廷において一般に守られる

べき節度」を欠く行為、態度、服装等であり、「飲酒酩酊のうえでの入廷、

廷内での飲食喫煙、異様な服装、暴言、暴行等」がこれにあたるとされ

る。 「異様な服装」についてはさらに具体的に、 「法廷内において、はち

まき、ゼッケン、腕章等を着用することは、通常「不当な行状」に当る

であろう。」と解されている（以上、甲２０・３１頁、３３頁）。 

 

⑵  「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る者、又は、 「不当な行状

をする」者という２類型いずれについても、類推解釈や拡張解釈は許さ

れない。裁判長等は、法廷警察権を行使するにあたり、客観的事由に基

づき、これら２類型にあたるか否かを判断する必要がある。 

なぜならば、 「法廷警察権の行使は、傍聴の自由あるいは報道の自由さ

らには、弁護権、裁判を受ける権利等にも影響するきわめて重大な権限

であるから、決して恣意的に行われてよいものではない」ためであり、

裁判所法は、裁判長による恣意的な運用を制限するために、「法廷警察権

の対象となる行為を明らか」にしているのである（甲２０・３１頁）。 

 

⑶  最高裁判所が傍聴人に対する法廷警察権の行使の要件をより具体的

に定めるものとして、裁判所傍聴規則 （昭和２７年最高裁判所規則第２

１号。甲２１）がある。 

同規則は、第１条本文で「裁判長・・・は、法廷における秩序を維持

するため必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとる

https://www.call4.jp/file/pdf/202411/49482f046281ece5459b4445ed18af0b.pdf
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ことができる。」と定めた上で、同条第２号にて「裁判所職員に傍聴人の

被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷において所持するのを相

当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。」と、第３号にて「前

号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び法廷にお

いて裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを

疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。」と定める。 

同条第３号が、裁判所法第７１条第２項が定める２類型いずれについ

ても「疑うに足りる顕著な事情が認められる」ことを要求しているのは、

上記⑵にて述べたとおり、裁判長が法廷警察権を行使するにあたり、客

観的事由に基づき、これら２類型にあたるか否かを判断する必要がある

ためである。 

 

⑷ 以上の点は、最高裁判決とも整合している。  

最大判平成元年３月８日民集４３巻２号８９頁（以下「レペタ訴訟最

大判」という。甲２２。この調査官解説として、甲２３）は、傍聴人が

メモを取る行為が、裁判所法第７１条第２項にいう「法廷における裁判

所の職務の執行を妨げ」るといえるかとの検討において、メモを取る行

為を一般的に制約した上で上告人にこれを許可しなかった裁判長の措置

「を妥当なものとして積極的に肯認し得る事由を見出すことができない。

上告人がメモを取ることが、法廷内の秩序や静穏を乱したり、審理、裁

判の場にふさわしくない雰囲気を醸し出したり、あるいは証人、被告人

に不当な影響を与えたりするなど公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとな

るおそれがあつたとはいえない」として、同措置について、「合理的根拠

を欠いた法廷警察権の行使である」と判示する。  

最高裁は、この文脈においては、裁判長の裁量の問題として論じてい

ない。条文の要件を満たす客観的な事由の有無につき、特定の法令や事
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実関係に照らして最高裁判所が自ら行う判断を、司法行政権の行使主体

である当該裁判長の判断と比べ、最高裁判所の判断が裁判長の判断とは

異なることを理由に裁判長の判断を違法として審査している（いわゆる

判断代置審査手法）。 

その審査の内容としても、 「特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の

妨げとなるおそれがある場合においてのみ、法廷警察権によりこれを制

限又は禁止するという取扱いをすることが望ましい」と述べており、抽

象的・一般的なおそれでは足りないことを前提としている。実際に、最

高裁は、上記のとおり、公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれ

があったといえるか否かについて、事案に照らして具体的に検討し、そ

のようなおそれはなかったとしている。 

このように、レペタ訴訟最大判を踏まえれば、裁判長の法廷警察権の違

法性の審査においては、判断代置審査手法を用いて、裁判所法の定める

２類型を充足する具体的事情があったといえるか否かを判断しなけれ

ばならない。 

 

⑸  さらに憲法の趣旨や理念に照らしても、法廷警察権の行使が認められ

る２類型について、拡張解釈や類推解釈、あるいは、裁判長の主観的な

認識に基づくその該当性判断は、司法における重要な価値を毀損するも

のであり、許されない。本件との関係では、傍聴の自由と弁護権が特に

重要である。 

ア 傍聴の自由は、憲法第８２条第１項に基づく公開裁判の原則が当然

にその内容とするものである （芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法（第

八版）』３７９頁（甲２４）））。 

同項は、裁判手続を一般に公開して審判が公正に行われることを保

障し、ひいては国民の権利の保護を確保するとともに、裁判に対する
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国民の信頼を維持しようとする趣旨とされる（レペタ訴訟最大判参

照）。 

より平易には、「まず裁判官は公衆の環視と注目の下に置かれるの

で、不当な、あるいは怠惰な行動が困難となる。訴訟当事者は、密室

の中では制約されゆがめられるおそれのある攻撃・防御方法をその懸

念なしに展開する可能性、つまり豊かで公平な弁論の機会が保障され

る。証人・鑑定人は真実と節度と注意が要求される。そして結果的に

裁判の充実がもたらされ、密室の中で行われた裁判よりも、公開裁判

を経て行われた裁判の方が人々からはるかに多くの信頼を獲得する

ことができる」（渋谷秀樹『憲法（第３版）』６７４頁（甲２５））と説

明される。 

公開裁判の原則は、近世において専制君主や権力者の恣意による裁

判を排除し、厳正かつ公正な裁判を担保するために生まれたという経

緯があり、近代司法の基本原則とされ、明治憲法第５９条においても

保障されていた。 

しかし、明治憲法下で秘密裁判が行われ、政治的な弾圧の温床にな

ったという反省から、現行憲法においては公開の例外を相当程度限定

する形で憲法第８２条２項が定められており、現行憲法の定める公開

裁判の原則は比較法的にも厳格なものとされている（加藤一郎編『註

解日本国憲法 下巻』１２３８頁以下（甲２６）参照）。 

傍聴人ないし傍聴をしようとする者に対して条文に基づかない安

易な法廷警察権の発動が行われ、特に本件各命令・処置のように裁判

所の命令に従わなければ入廷することを事前に禁じることが広く行

われるとすれば、公開裁判の原則を潜脱し、実質的に秘密裁判を原則

とする運用も可能となる。また、裁判を傍聴しようとする市民の行動

に萎縮的な影響が及び、傍聴そのものを差し控えさせる可能性も生じ
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る。かかる状況が常態化すれば、裁判を一般に公開して裁判が公正に

行われることを制度として保障した憲法第８２条第１項の趣旨が没

却され、ひいては司法に対する国民の信頼も損なわれかねない。  

イ 弁護権は、刑事訴訟において主に弁護人が行使する、公判廷で活動

する権利、接見交通権、証拠書類等の閲覧謄写権等、被疑者や被告人

の利益を擁護するために認められた権利である。被疑者・被告人の立

場から見て、憲法第３４条前段及び第３７条第３項により保障される

弁護人の援助を受ける権利という意味で用いられる場合もあるが、両

者は表裏一体である。 

弁護人による弁護権の行使は刑事訴訟に不可欠である。被告人の相

手方である検察官は、組織的かつ強力な捜査権限を有する法律専門家

であるのに対し、被告人は法律的知識に乏しく、犯罪の嫌疑により心

理的にも劣弱で、対等な防御権の行使を期待できない。そこで、検察

官と同等の法的能力を有する弁護人による援助が必要になる。このこ

とは、当事者主義を採用する現行の刑事訴訟法において、当事者主義

を実質的なものとするために、一層重要である（ 『刑事訴訟法講義案

（四訂補訂版）』４４頁以下（甲２７））。 

そして、弁護人は、公正な刑事司法に協力する公的ないし公益的な

地位を有するが、「ここに協力というのは妥協的なそれではなくいわ

ば闘争的なそれであり、被告人の正当な利益を主張してゆずらぬこと

によって正しい裁判に協力するのである」 （団藤重光『新刑事訴訟法綱

要（七訂版）』１１５頁（甲２８））。 

仮に、法廷警察権の行使として、本来の目的を逸脱し不必要に弁護

人の法廷における活動を制約することが広く許容された場合、それは

弁護人に対して裁判所に対する妥協的な協力を強いることを意味す

る。そうなれば、弁護人は被告人の正当な利益の保護という職責を果
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たすことができなくなる。弁護人の法廷での活動を制約する法廷警察

権の行使は、刑事訴訟の基本構造を揺るがしかねない問題であり、こ

の点も裁判所法第７１条第２項の解釈適用において重要な指針とな

る。 

 

⑹ 以上のように、裁判長の法廷警察権の行使が、裁判所法第７１条第２

項が定める２類型の要件を満たすか否かの審査においては、同項の条文

の定め方、裁判所傍聴規則の規定、レペタ訴訟最大判の判示、そして憲

法の趣旨や理念に照らし、拡張解釈や類推解釈は許されず、客観的事由

の有無に関する判断代置審査手法により厳格に審査されなければなら

ない。 

   

第５ 本件各命令・処置はいずれも法廷警察権の行使要件を満たさず違法

である 

１ 本件レインボー柄排除命令は、法廷警察権の行使要件を満たさず違法

である 

⑴ 本件靴下の様態、着用方法等 

本件靴下には、特定の文字は印字されていない。全面がレインボー柄と

いうわけではなく、白地の一部にレインボー柄があしらわれているのみで

ある。また、例えばレインボー柄のマスクなどとは異なり、靴下として着

用したときには足下に位置するから、他者の目を引く程度は限定的である。

特に、傍聴人が着用し、当該傍聴人が傍聴席に座った場合には、柵を挟ん

だ訴訟関係人からはほとんど見えない。光、音、匂いなど法廷の訴訟進行

を害する要素も皆無である。よって訴訟関係人が心理的威圧を受けたり、

忌避感を抱いたりする具体的な可能性はおよそ存在しない。周囲の傍聴人

による傍聴を一切妨害するものでもない。 
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また、原告鈴木が殊更に足を掲げるなどして、本件靴下のレインボー柄

を周囲の者に見せつけようとしたり、他の傍聴人と共にレインボー柄の衣

服等を示したりすることで示威行為やデモンストレーションの様相を呈

することになるといったことを予見させる客観的な事情もなかった。 

さらに、原告鈴木が着用していた本件靴下は、大手コンビニエンススト

アのファミリーマートで長期間にわたり販売されていたものであり、社会

的に多くの人が日常的に着用するもので、節度を欠くようなものでもなか

った。 

したがって、本件靴下を着用することは、手続の進行を妨害したり、法

廷において一般に守られるべき節度を欠いたりするものではなく、「法廷

における裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、又は「不当な行状」のいず

れにも該当しない。 

 

⑵ 対立の不存在 

レインボー柄は性的マイノリティを象徴するレインボーフラッグに由

来しており、現在では性的マイノリティのアイデンティティと連帯の意思

を表象するものとして、日常的に衣服やアクセサリに使用されている。  

仮に、性的マイノリティの当事者や 「結婚の自由をすべての人に」訴訟

により同性婚制度の実現を求める運動に対して批判的な信条を有する者

により構成される対立的な集団が存在しており、従前から同性婚制度に賛

同する集団とのいさかいが法廷又は裁判所の周辺で発生していたような

場合においては、法廷でレインボー柄の衣服等を着用することにより、着

用する者が同性婚制度に賛同する意思を有することが可視化され、対立集

団の敵対心を煽る結果、法廷における傍聴人同士の暴行若しくは暴言又は

喧騒行為が生じ、円滑な訴訟の進行が害されるということは観念的には一

応は想定できる。 
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しかし、本件レインボー柄排除命令の時点において、性的マイノリティ

の当事者や 「結婚の自由をすべての人に」訴訟により同性婚制度の実現を

求める運動に対して批判的な信条を有する者により構成される対立的な

集団が存在し、当該訴訟の支援者との間でいさかいが生じていたという客

観的な事実はない （なお、仮にそのようないさかいがある程度具体的に予

見されるとしても、そのいさかいの様態が、当該対立集団から同性婚制度

の実現を求める支援者に対する一方的な威圧、脅迫等である場合、「法廷

における裁判所の職務の執行を妨げ」る者は当該対立集団であり、当該支

援者を「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る者と認める理由には

ならない。）。 

したがって、本件靴下に起因する原告鈴木以外の者の行為により法廷の

秩序が乱されるおそれも存在しない、という意味において、本件靴下を着

用することの「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、又は「不

当な行状」の該当性は一層否定される。  

 

⑶ 期日の性質 

原告鈴木が傍聴しようとしたのは判決言渡期日である。判決言渡期日に

おいては、当事者や証人の訴訟活動は想定されておらず、当事者や証人が

傍聴人の服装から心理的威圧を受け、十分な訴訟活動や証言ができない結

果として「裁判所の職務」が妨げられる可能性は、抽象的にすら存在しな

い。 

判決言渡期日における「裁判所の職務」とは、裁判官が行う判決の言渡

しに尽きており、その性質上、傍聴人の行為、特に服装の如何によって妨

害を受ける可能性は見いだしがたい。 

かかる期日の性質は、本件靴下を着用することの「法廷における裁判所

の職務の執行を妨げ」る行為の該当性を一層否定する。 
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⑷ 本件靴下を着用することの相当性  

「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、日本国内の複数の同性カップル

により日本各地の裁判所に一斉提訴され、本件レインボー柄排除命令が出

された本件福岡地裁判決期日時点においては、札幌地方裁判所及び名古屋

地方裁判所で違憲判決、東京地方裁判所で違憲状態判決がなされるなど、

社会的な注目度が高いものとなっていた。かかる状況においては、同性婚

制度への賛同者、より広くは性的マイノリティ当事者の権利保障を信条と

する者が傍聴人として傍聴することも当然に予見される。そのような傍聴

人がレインボー柄の衣服を着用することは、社会的に相当性のある行為で

ある。 

このような社会的相当性は、「不当な行状」の該当性をより一層否定する

事情である。 

 

⑸ 小括 

以上のとおり、いかなる観点からみても、原告鈴木が本件福岡地裁判決

期日において本件靴下を着用して傍聴しようとした行為は、「法廷におけ

る裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、又は「不当な行状」のいずれにも

該当しない。 

本件レインボー柄排除命令は、法廷警察権の行使要件を満たさず違法で

ある。 

 

２ 本件バッジ排除命令（清水）は、法廷警察権の行使要件を満たさず違

法である 

⑴ 本件バッジの様態、着用方法等  
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本件バッジは直径２１ mm であり、至近距離でなければどのようなバッジ

であるのか、何が描かれているのか、どのような意味を有するものか認識

することができない。手に取ってはじめて、ごく小さい文字で「HAKAMATA 

SUPPORTERS CLUB」（１文字あたり、高さ約２ mm、幅約１mm）、「幸せの花」

（１文字あたり、高さ約２ mm、幅約２ mm）と書かれていることが分かる。

光、音、匂いなど法廷の訴訟進行を害する要素も無い。よって訴訟関係人

が心理的威圧を受けたり、忌避感を抱いたりする具体的な可能性はおよそ

存在しない。周囲の傍聴人による傍聴を一切妨害するものでもない。 

はちまき、ゼッケン、腕章等とは異なり、殊更に特定の意思、信条を有

することを誇示し、意図的に訴訟関係人に心理的威圧を与えようとして着

用される性質のものでもない。原告清水が殊更に本件バッジを周囲の者に

見せつけようとしたということもない。他の傍聴人と示し合わせて、示威

行為やデモンストレーションとして着用しようとしたのでもない。 

このような本件バッジの様態及び原告清水の着用方法からすれば、原告

清水が、積極的に誇示、威圧したり、示威行為やデモンストレーションに

利用したりする目的で本件バッジを着用していないことは客観的に認識

できる。 

 

⑵ 対立の不存在 

本件バッジは、袴田氏を応援する意思を有するものが入会金を支払って

入会する本件クラブの会員章である。 

仮に、袴田氏及び袴田氏に対する支援活動に対して批判的な信条を有す

る者により構成される対立的な集団が存在しており、従前から袴田氏を支

援する集団とのいさかいが法廷又は裁判所の周辺で発生していたような

場合においては、法廷で本件バッジを着用することにより、着用する者が

袴田氏を支援する意思を有することが可視化され、対立集団の敵対心を煽
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る結果、法廷における傍聴人同士の暴行及び暴言並びに喧騒行為が生じ、

円滑な訴訟の進行が害されるということは観念的には想定できる。 

しかし、本件バッジ排除命令（清水）の時点において、かかる対立集団

とのいさかいはもちろん、対立集団が存在したという事実すら認められな

い。 

したがって、本件バッジに起因する原告清水以外の者の行為により法廷

の秩序が乱されるおそれは存在しない、という意味において、本件バッジ

を着用することの「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、又

は「不当な行状」の該当性を一層否定することとなる。 

 

⑶ 期日の性質（本件再審公判第１３回期日までの経緯等）  

本件再審公判の第１回公判期日から、第１３回公判期日までにおいては、

少なくとも弁護人の一部が本件バッジを着用して各種の公判手続に臨ん

でいた。これらの期日において、訴訟の進行が本件バッジにより妨害され

たということも、本件バッジを着用することが節度を欠いたということも

全くなかった。特に、第１０回公判期日から第１２回公判期日までは鑑定

人の尋問が行われており、裁判官と訴訟関係人の集中と公正かつ円滑な訴

訟の運営が求められる期日であったが、本件バッジにより支障が生じたと

いうことはなかった。第１３回公判期日から第１４回公判期日までの間に、

本件バッジの着用に関して何らかの事情変更が生じたということもない。 

そうであれば、書証の取調べが行われることが予定されていた第１４回

公判期日において、原告清水による本件バッジの着用により 「裁判所の職

務」が妨げられる可能性は一層想定しがたい。 

 

⑷ 本件バッジを着用することの相当性  
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本件再審公判は、一度は袴田氏の死刑判決が確定していたこと、長きに

わたり冤罪が疑われ再審請求が行われてきたこと、捜査機関による証拠の

捏造の可能性が指摘されていたこと、再審請求に対する裁判所の判断も二

転三転したこと、再審公判において検察が有罪立証を試みたこと等から、

社会の耳目を集める裁判であった。袴田氏の境遇とともに、まさに原告清

水が代表を務める本件クラブのような支援団体の存在も広く報道され、そ

れらの存在は公知の事実となっていた。  

かかる状況においては、袴田氏の支援者が傍聴人として傍聴することも

当然に予見されるのであり、そのような者が支援の意思を表すバッジ等を

着用して傍聴することは、社会的に相当性のある行為である。 

このような社会的相当性は、「不当な行状」の該当性を一層否定する。 

 

⑸ 小括 

以上のとおり、本件バッジの様態、原告清水による着用方法、従前の期

日の経緯等に照らし、本件バッジを着用することは手続の進行を妨害した

り、法廷において一般に守られるべき節度を欠いたりするものではなく、

本件バッジの着用行為は 「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る行

為、又は「不当な行状」のいずれにも該当しない。 

本件バッジ排除命令（清水）は、法廷警察権の行使要件を満たさず違法

である。 

 

３ 本件パーカー文字排除処置は、法廷警察権の行使要件を満たさず違法

である 

⑴ パーカーの様態、着用方法等 

本件パーカーの 「HAKAMADA」の文字は、本件パーカーの背中側にあるか

ら、通常、訴訟関係人は本件パーカーにその文字が入っていることを認識
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できない。「FREE HAKAMADA」の文字は、一文字あたり、高さ約３５ mm、幅

約２０mm であり、特異なフォントや色で印字されているのではなく、華美

な刺繍等で装飾されているのでもない。 

訴訟関係人が本件パーカーの 「HAKAMADA」という文字を認識したところ

で、本件パーカーを着用する者が本件再審公判に関心を寄せている、又は

袴田氏を支援する意図で着用しているということは思い至るとしても、そ

れ以上に心理的威圧を受けることは想定できない。  

はちまき、ゼッケン、腕章等とは異なり、殊更に特定の意思、信条を有

することを誇示し、意図的に訴訟関係人に心理的威圧を与えることを目的

とする衣服でもない。原告清水が殊更に振り返るなどして訴訟関係人に

「HAKAMADA」の文字を見せつけることや、他の傍聴人と示し合わせて示威

行為、デモンストレーションに利用することを予見させる事実もなかった。 

このような本件パーカーの様態及び原告清水の着用方法からすれば、原

告清水が積極的に誇示、威圧したり、示威行為やデモンストレーションに

利用したりする目的でパーカーを着用していないことは客観的に認識で

きる。 

 

⑵ 対立の不存在 

本件パーカーは、本件クラブと同様に袴田氏を支援する組織の一つであ

る本件支援委員会が実施したクラウドファンディングの返礼品である。  

仮に、袴田氏及び袴田氏に対する支援活動に対して批判的な信条を有す

る者により構成される対立的な集団が存在しており、従前から袴田氏を支

援する集団とのいさかいが法廷又は裁判所の周辺で発生していたような

場合においては、法廷で本件パーカーを着用することにより、着用する者

が袴田氏を支援する意思を有することが可視化され、対立集団の敵対心を
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煽る結果、法廷における傍聴人同士の暴行若しくは暴言又は喧騒行為が生

じ、円滑な訴訟の進行が害されるということは観念的には一応想定できる。 

しかし、原告清水が本件パーカー文字排除処置を受けた時点において、

かかる対立集団の存在やいさかいが生じていた事実はない。 

よって、本件パーカーに起因する原告清水以外の者の行為により法廷の

秩序が乱されるおそれは存在しない、という意味において、本件パーカー

の文字を隠さずに着用することの「法廷における裁判所の職務の執行を妨

げ」る行為、又は「不当な行状」の該当性は一層否定される。 

 

⑶ 期日の性質（本件再審公判第１３回期日までの経緯等）  

前記２・⑶のとおり、本件再審公判第１４回期日の性質及び第１３回期

日までの経緯等を踏まえれば、書証の取調べが行われることが予定されて

いた第１４回公判期日において、原告清水による本件パーカーの着用によ

り「裁判所の職務」が妨げられる可能性は一層想定しがたいといえる。 

 

⑷ 本件パーカーを着用することの相当性  

前記２⑷のとおり、本件再審公判は社会の耳目を集める裁判であり、支

援団体の存在も公知の事実となっており、袴田氏の支援者が傍聴人として

傍聴することも当然に予見される状況であった。 

袴田氏の支援者が支援の意思を表象する本件パーカー等の衣服を着用

することは、社会的に相当性のある行為である。 

この点で、「不当な行状」の該当性は一層否定される。 

 

⑸ 小括 

以上のとおり、本件パーカーを着用することは、手続の進行を妨害した

り、法廷において一般に守られるべき節度を欠いたりするものではなく、
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「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、又は「不当な行状」

のいずれにも該当しない。 

本件パーカー文字排除処置は、法廷警察権の行使要件を満たさず違法で

ある。 

 

４ 本件バッジ排除命令（小川）は、法廷警察権の行使要件を満たさず違

法である 

⑴ 本件バッジの様態、着用方法等  

再論するが、本件バッジは直径２１mm であり、至近距離でなければどの

ようなバッジであるのか、何が描かれているのか、どのような意味を有す

るものか認識することができない。手に取ってはじめて、ごく小さい文字

で「HAKAMATA SUPPORTERS CLUB」（１文字あたり、高さ約２ mm、幅約１mm）、

「幸せの花」 （１文字あたり、高さ約２mm、幅約２mm）と書かれていること

が分かる。本件バッジ自体が光、音、匂いを発するものではない。原告小

川以外の訴訟関係人が本件バッジを認識し、その文字を読んだとしても、

その内容から心理的威圧を受けたり、忌避感を抱いたりすることは想定で

きない。 

はちまき、ゼッケン、腕章等とは異なり、殊更に特定の意思、信条を有

することを誇示し、意図的に訴訟関係人に心理的威圧を与えようとして着

用される性質のものではない。当然ながら、原告小川が、その弁護人とし

ての公判廷での活動の中で、弁護人としての行為を逸脱し、殊更に本件バ

ッジを周囲の者に見せつけようとしたということもない。袴田弁護団の弁

護士の中においても、本件バッジを着用していない者もおり、袴田弁護団

の弁護士と示し合わせて本件バッジを利用した示威行為やデモンストレ

ーションを行ったのでもない。 
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このような本件バッジの様態及び原告小川の着用方法からすれば、原告

小川が、積極的に誇示、威圧したり、示威行為やデモンストレーションに

利用したりする目的で本件バッジを着用していないことは客観的に認識

できる。 

 

⑵ 対立の不存在 

本件バッジは袴田氏を応援する意思を有するものが入会金を支払って

入会する本件クラブの会員章である。 

再論するが、仮に、袴田氏及び袴田氏に対する支援活動に対して批判的

な信条を有する者により構成される対立的な集団が存在しており、従前か

ら、本件クラブ自身も当事者となり、袴田氏を支援する集団とのいさかい

が法廷又は裁判所の周辺で発生していたような場合においては、法廷で本

件バッジを着用することにより、着用する者が袴田氏を支援する意思を有

することが可視化され、対立集団の敵対心を煽る結果、法廷における暴行

若しくは暴言又は喧騒行為が生じ、円滑な訴訟の進行が害されるというこ

とは観念的には一応想定できる。 

しかし、原告小川が本件バッジ排除命令（小川）を受けた時点において、

かかる対立集団とのいさかいはもちろん、対立集団が存在したという事実

すら認められない。 

したがって、本件バッジに起因する原告小川以外の者の行為により法廷

の秩序が乱されるおそれも存在しない、という意味において、本件バッジ

を着用することの「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、又

は「不当な行状」の該当性は、より一層否定される。 
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⑶ 期日の性質（本件再審公判第１４回期日までの経緯等）  

本件再審公判の第１回公判期日から、第１４回公判期日の休憩時間に取

り外すよう命令を受ける時点まで、原告小川及び一部の弁護人は継続して

本件バッジを着用していた。  

当該命令があった時点までに、原告小川及び一部の弁護人が本件バッジ

を着用することにより、訴訟の進行の妨害をもたらすこと、又は節度を欠

くに至ることはなかった。特に、第１０回公判期日から第１２回公判期日

までは鑑定人の尋問が行われており、一層裁判官と訴訟関係人の集中と公

正かつ円滑な訴訟の運営が求められる期日であったが、本件バッジにより

支障が生じたということはなかった。 

本件バッジ排除命令（小川）の直前に、法廷の秩序が乱れるのを予防す

るために何らかの措置を取る必要が生じたという事情もなく、実際に、原

告小川は本件再審公判第１４回期日の休憩時間に受けた取外しの命令に

は従わず、休憩明けの公判廷で引き続き本件バッジの着用を継続したが、

何らの支障も生じなかった。 

そうであれば、若干の書証の取調べ、論告求刑、弁論及び補佐人の最終

陳述が行われることが予定されていた第１５回公判期日並びに判決言渡

期日において、原告小川による本件バッジの着用により「裁判所の職務」

が妨げられる可能性は一層想定しがたく、その他本件バッジ排除命令（小

川）を正当化する事情はない。 

 

⑷ 本件バッジを着用することの相当性  

前記２⑷のとおり、本件再審公判は社会の耳目を集める裁判であり、支

援団体の存在も公知の事実となっていた。当該裁判における弁護人は、袴

田氏の無罪判決獲得という点において、そのような支援団体と目標を共有

するのみならず、実際の訴訟手続において主体的に弁護権を行使する立場
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にある。そのような者が袴田氏に対する支援の意思を表象するバッジ等を

着用して弁護活動を行うことは、被告人又は補佐人の心理的安定や支援団

体との連帯という点で防御権の実質化に資する弁護権の行使の一環とい

うべきで、社会的に相当性のある行為である。 

このような社会的相当性は、「不当な行状」の該当性をより一層否定する

事情となる。 

 

⑸ 小括 

以上のとおり、本件バッジの様態、原告小川による着用方法、従前の期

日の経緯等に照らせば、本件バッジを着用することは手続の進行を妨害し

たり、法廷において一般に守られるべき節度を欠いたりするものではなく、

本件バッジの着用は「法廷における裁判所の職務の執行を妨げ」る行為、

又は「不当な行状」のいずれにも該当しない。 

本件バッジ排除命令（小川）は、法廷警察権の行使要件を満たさず違法

である。 

 

第６ 本件各命令・処置はいずれも国家賠償法第１条第１項の規定にいう

違法な公権力の行使にあたる  

１ レペタ訴訟最大判の判断枠組みとしての「特段の事情」  

 レペタ訴訟最大判は、前述のとおりメモを取ることを一般的に禁止し上

告人にこれを許可しなかった法廷警察権の行使が法律の要件を満たさな

いことを確認しつつ、 「 （法廷警察権）に基づく裁判長の措置は、それが法

廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であ

るなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な

公権力の行使ということはできない」とする。  
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その上で、レペタ訴訟最大判は、ここにいう 「特段の事情」の検討にお

いて、 「過去においていわゆる公安関係の事件が裁判所に多数係属し、荒れ

る法廷が日常であった当時には、これらの裁判の円滑な進行を図るため、

各法廷において一般的にメモを取ることを禁止する措置を執らざるを得

なかったことがあり、全国における相当数の裁判所において、今日でもそ

のような措置を必要とするとの見解の下に、本件措置と同様の措置が執ら

れてきていることは、当裁判所に顕著な事実である。」とした上で、これに

続けて「しかし、本件措置が執られた当時においては、既に大多数の国民

の裁判所に対する理解は深まり、法廷において傍聴人が裁判所による訴訟

の運営を妨害するという事態は、ほとんど影をひそめるに至っていたこと

もまた、当裁判所に顕著な事実である。裁判所としては、今日においては、

傍聴人のメモに関し配慮を欠くに至っていることを率直に認め、今後は、

傍聴人のメモを取る行為に対し配慮をすることが要請されることを認め

なければならない。」として、傍聴人が訴訟の運営を妨害し法廷の秩序が乱

されるという事態がほとんど起きていないことを認定した。他方で、「本件

措置が執られた当時には、法廷警察権に基づき傍聴人がメモを取ることを

一般的に禁止して開廷するのが相当であるとの見解も広く採用され、相当

数の裁判所において同様の措置が執られていた」から、「前示のような特段

の事情があるとまではいえない」として、「国家賠償法一条一項の規定にい

う違法な公権力の行使に当たるとまでは、断ずることはできない。」と判示

した。 

 

２ 「荒れる法廷」は遥か昔のことである  

ここで述べられているとおり、確かにかつて、「荒れる法廷」が問題とさ

れた時代も存在した。すなわち、昭和３０年代から４０年代にかけて安保

闘争、労働運動や学生運動が盛んだった時代、特定の裁判においては、被
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告人と同調する傍聴人により、傍聴席の大部分が占拠され、野次、シュプ

レヒコール、退廷命令の執行の妨害等、通常の審理を困難にする言動が行

われたこともあった。このような場合においては、「法廷における裁判所の

職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者」という裁判所法第７１条第

２項の要件が充足され、適切な法廷警察権の行使による法廷の秩序の回復

が裁判長の責務として求められることもあった。 

しかし、レペタ訴訟最大判が認めるとおり、同最大判当時（平成元年）

にしてすでに、「法廷において傍聴人が裁判所による訴訟の運営を妨害す

るという事態は、ほとんど影をひそめるに至って」いた。それからさらに

約３５年が経過している。傍聴人により訴訟の運営を妨害する事態などほ

とんど生じていない。 

また、 「結婚の自由をすべての人に」訴訟や袴田事件のように社会の耳目

を集める裁判に関して、「法廷警察権に基づき」、本件各命令・措置のよう

な当事者への支援の意思を表象するものを一律に排除することが「相当で

あるとの見解」などが「広く採用され、相当数の裁判所において同様の措

置が執られていた」といった事情もない。 

このような状況において、本件各命令・処置いずれについても、およそ

法律の要件を満たす可能性が全く見られないにもかかわらず、観念的なリ

スクを過大に評価し、傍聴人や弁護人の服装等に介入することは、もはや

「法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当

である」というほかなく、「特段の事情」が優に認められる。  

以下では、このことに補足的事情を加えて、本件各命令・措置は法律の

目的・範囲を逸脱し、かつ行使の方法も甚だしく違法であり、かかる「特

段の事情」が認められることは、より一層明らかであることを説明する。 
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３ 本件レインボー柄排除命令は、国家賠償法第１条第１項の規定にいう

違法な公権力の行使にあたる  

⑴ 目的、範囲の著しい逸脱  

本件レインボー柄排除命令に際して、裁判長上田は、裁判所職員をして、

レインボー柄のマスクを白色マスクに付け替えさせ、その他レインボー柄

の衣服をガムテープで隠させるための準備をさせていた。  

しかし、前記第５・１・⑵のとおり、レインボー柄に反発する対立集団

は存在せず、その他レインボー柄により法廷の秩序維持ができなくなるこ

とを予見させる事情は抽象的にすらなかった。すなわち裁判長上田を裁判

長とする裁判体は、法廷の秩序維持そのものではなくレインボー柄の排除

を目的としていた。排除それ自体を目的とする本件レインボー柄排除命令

は、法的警察権の目的を著しく逸脱するものである。 

また、前述のとおり、本件レインボー柄排除命令は法廷警察権行使の要

件を到底満たし得ないことが客観的に明らかなものであり、法廷警察権の

範囲を著しく逸脱している。  

 

⑵ 方法の甚だしい不当性 

本件靴下の様態等は前記第５ ・１ ・⑴で述べたとおりであり、およそ法

廷の秩序を乱すものではなかったため、本件靴下のレインボー柄をガムテ

ープで隠す、又は原告鈴木が実際に行ったように折り込んで隠すといった

命令により法廷の秩序が回復できる、又は法廷の秩序が乱れることを予防

できるという関係にはない。 

他方、本件レインボー柄排除命令に応じなければ入廷を認めないとして

いる点で、傍聴の自由を強く制限しており、かつ、原告鈴木に対するアイ

デンティティの侵襲である。このように、法廷警察権の行使により得られ
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る利益と失われる利益のバランスを著しく欠き、方法として甚だしく不当

である。 

なお、本件靴下の一部のレインボー柄さえも隠すことを傍聴人に命じた

という点で、訴訟の取材に来ていた記者にも問題視され、原告鈴木も取材

を受けている （甲８）。この事実は、本件レインボー柄排除命令が社会通念

と合致せず、通常人をして強い違和感を生じさせるものであることを示し

ている。 

 

⑶ 小括 

よって、本件レインボー柄排除命令は、法廷の秩序の維持という法廷警

察権の目的を著しく逸脱しており、およそ本件靴下の着用行為が裁判所法

第７１条第２項の要件に該当し得ないにもかかわらず法廷警察権の行使

として当該命令をなしたという点においてその範囲を著しく逸脱してお

り、かつ、法廷警察権の行使の方法も甚しく不当である。  

裁判長上田による本件レインボー柄排除命令には、「それが法廷警察権

の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの

特段の事情」が認められ、国家賠償法第１条第１項における違法な公権力

の行使にあたる。 

 

４ 本件バッジ排除命令（清水）は、国家賠償法第１条第１項の規定にい

う違法な公権力の行使にあたる 

⑴ 目的、範囲の著しい逸脱  

裁判長國井は、一連の本件再審公判において、実際に法廷の秩序の維持

のために必要性があるかどうかを検討して法廷警察権を行使するのでは

なく、専ら袴田氏への支援を表象する物を発見次第、一律に排除すること

を目的に法廷警察権を行使していた。 
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すなわち、第１４回公判期日において原告清水に対して直接本件バッジ

を外す指示をしたのは、原告清水が袴田氏の支援者であることを従前から

知っていた土屋管理官が、入廷前の所持品検査中に原告清水が着用する本

件バッジの存在を認識したためである。すなわち裁判所において、それま

では本件バッジが袴田事件と関係のあるものと気づかず、外す指示等をし

ていなかったが、土屋管理官が原告清水が着用していることを認めること

により、本件バッジも袴田氏を支援する意思を表象することを認識し、排

除のための措置を検討するに至ったと考えられる。このことは、本件再審

公判の第１回公判期日から第１３回公判期日まで弁護人の一部及び補佐

人の袴田ひで子が本件バッジを着用していたにもかかわらず、第１４回公

判期日の途中休憩の時間に至り、わざわざ弁護人が着用していた本件バッ

ジを間近で確認して初めて、本件バッジを取り外す旨の命令が行われたこ

とからも分かる。 

このような本件再審公判の一連の経緯に照らすと、本件バッジ排除命令

の目的は、法廷の秩序の維持ではなく、バッジを外させること自体にある

といえ、これは法的警察権の目的を著しく逸脱するものである。 

また、前述のとおり、本件バッジ排除命令（清水）は法廷警察権行使の

要件を到底満たし得ないものであり、法廷警察権の範囲を著しく逸脱して

いる。 

 

⑵ 方法の甚だしい不当性 

本件バッジの様態等は前記第５ ・２ ・⑴で述べたとおりであり、およそ

法廷の秩序を乱すものではなかったため、本件バッジを取り外させる命令

は法廷の秩序が回復する、又は法廷の秩序が乱れることを予防できるとい

う関係にはない。 
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他方、本件バッジ排除命令（清水）は、入廷前に取外しを命じ、これに

応じなければ入廷を認めないという点で、傍聴の自由を強く制限しており、

かつ、原告清水に対するアイデンティティの侵襲である。  

本件バッジ排除命令（清水）は、法廷警察権の行使により得られる利益

と失われる利益のバランスを著しく欠き、方法として甚だしく不当である。 

 

⑶ 小括 

よって、本件バッジ排除命令（清水）は、法廷の秩序の維持という法廷

警察権の目的を著しく逸脱しており、およそ本件バッジの着用行為が裁判

所法第７１条第２項の要件に該当し得ないにもかかわらず法廷警察権の

行使として当該命令をなしたという点においてその範囲を著しく逸脱し

ており、かつ、法廷警察権の行使の方法も甚しく不当である。 

裁判長國井による本件バッジ排除命令（清水）には、「それが法廷警察権

の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの

特段の事情」が認められ、国家賠償法第１条第１項における違法な公権力

の行使にあたる。 

 

５ 本件パーカー文字排除処置は、国家賠償法第１条第１項の規定にいう

違法な公権力の行使にあたる  

⑴ 目的、範囲の著しい逸脱  

再論するが、裁判官國井は、一連の本件再審公判において、実際に法廷

の秩序の維持ために必要性があるかどうかを検討して法廷警察権を行使

するのではなく、専ら袴田氏への支援を表象する物を発見次第、一律に排

除することを目的に法廷警察権を行使していた。 

一連の本件再審公判の期日における経緯から、裁判長國井には、本件パ

ーカー文字排除処置を含め、法廷の秩序の維持ではなく、袴田氏を支援す
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ることを表象するものをすべて排除すること自体に法廷警察権行使の目

的があったといえるが、これは法的警察権の目的を著しく逸脱するもので

ある。 

また、前述のとおり、本件パーカー文字排除処置は法廷警察権行使の要

件を到底満たし得ないものであり、法廷警察権の範囲を著しく逸脱してい

る。 

 

⑵ 方法の甚だしい不当性 

本件パーカーの様態等は前記第５ ・３ ・⑴で述べたとおりであり、およ

そ法廷の秩序を乱すものではないところ、本件パーカーの 「HAKAMADA」の

文字に対して実際に取られた措置は、文字の上から養生テープを貼って隠

そうとするというものであった。しかも、養生テープ 1 枚では文字が透け

てしまうことから、重ねて養生テープが貼られた。 

その結果、かえってその様子を見た他の者をして違和感を抱かせる異様

な服装になり、そのような措置が取られた経緯を原告清水に取材する記者

まで現れた（甲１０）。 

原告清水にとっても、そのような異様な服装をさせられる点で奇異の目

を向けられることにもつながる精神的負担の大きいものとなった。 

このように、裁判長國井及びその指示を受けた裁判所職員が、対象とな

る行為について、実際に周囲の者にどのような影響を与え、いかなる意味

で法廷の秩序が乱されるかどうかを検討せずに、ただ袴田氏への支援を表

象する物の一律排除という目的で法廷警察権を行使した結果、本件パーカ

ー文字排除処置は法廷の秩序の維持に資する効果がなく、むしろ有害な法

廷警察権の行使であった。 
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他方、本件パーカー文字排除処置は、これに応じることを傍聴の条件と

する点で傍聴の自由を強く制限しており、かつ原告清水に対するアイデン

ティティの侵襲である。 

よって、本件パーカー文字排除処置は、法廷警察権の行使により得られ

る利益と失われる利益のバランスを著しく欠き、甚だしく不当な措置とい

える。 

 

⑶ 小括 

よって、本件パーカー文字排除処置は、法廷の秩序の維持という法廷警

察権の目的を著しく逸脱しており、およそ本件パーカーの着用行為が裁判

所法第７１条第２項の要件に該当し得ないにもかかわらず法廷警察権の

行使として当該命令をなしたという点においてその範囲を著しく逸脱し

ており、かつ、法廷警察権の行使の方法も甚しく不当である。 

裁判長國井による本件パーカー文字排除処置には、「それが法廷警察権

の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの

特段の事情」が認められ、国家賠償法第１条第１項における違法な公権力

の行使にあたる。 

 

６ 本件バッジ排除命令（小川）は、国家賠償法第１条第１項の規定にい

う違法な公権力の行使にあたる 

⑴ 目的、範囲の著しい逸脱  

再論するが、本件バッジについて第１３回公判期日まで取り外すことを

求める命令等はなく、第１４回公判期日に近接した時期に何らかの事情の

変更もないにもかかわらず、土屋管理官が、原告清水が着用していること

をもって本件バッジも袴田氏を支援する意思を表象することを認識し、排

除のための措置に至ったものであり、第１４回公判期日の途中休憩の時間
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に至って初めて、本件バッジを取り外す旨の命令を行っていることから、

裁判長國井は、一連の本件再審公判において、実際に法廷の秩序の維持た

めに必要性があるかどうかを検討して法廷警察権を行使するのではなく、

専ら袴田氏への支援を表象する物を発見し次第一律に排除することを目

的に法廷警察権を行使していたといえる。これは法的警察権の目的を著し

く逸脱するものである。 

また、前述のとおり、本件バッジ排除命令（小川）は法廷警察権行使の

要件を到底満たし得ないものであり、法廷警察権の範囲を著しく逸脱して

いる。 

 

⑵ 方法の甚だしい不当性 

本件バッジの様態等は前記第５ ・４ ・⑴で述べたとおりであり、およそ

法廷の秩序を乱すものではなかったため、本件バッジを取り外させること

により、法廷の秩序が回復する、又は法廷の秩序が乱れることを予防する

という関係にはないものであった。 

一方で、本件バッジ排除命令（小川）は、これに従わなければ原告小川

を袴田氏の弁護活動から外させることを意味しており、その点で原告小川

の弁護権を侵害するものであるし、袴田氏の弁護を受ける権利をも侵害す

るものでもある。また、袴田事件において原告小川が本件バッジを付けて

訴訟行為をすることは弁護活動の一環に位置付けられるものであり、本件

バッジの取外しを命じること自体、原告小川の弁護権という重要な権利を

制約するものである。特に、第１５回公判期日は、論告求刑、弁論及び最

終陳述が予定されており、一層充実した弁護権の行使が求められる期日で

ある。 
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よって、本件バッジ排除命令（小川）は、法廷警察権の行使により得ら

れる利益と失われる利益のバランスを著しく欠き、方法として甚だしく不

当である。 

 

⑶ 小括 

よって、本件バッジ排除命令（小川）は、法廷警察権の目的を著しく逸

脱しており、およそ本件バッジの着用行為が裁判所法第７１条第２項の要

件に該当し得ないにもかかわらず法廷警察権の行使として取外しを命令

しているという点においてその範囲を著しく逸脱するものであり、かつ、

法廷警察権の行使の方法も甚しく不当である。 

裁判長國井による本件バッジ排除命令（小川）には、「それが法廷警察権

の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの

特段の事情」が認められ、国家賠償法第１条第１項における違法な公権力

の行使である。 

 

第７ 原告らそれぞれに生じた損害  

１ 原告鈴木について 

原告鈴木は、本件レインボー柄排除命令により、自身のアイデンティテ

ィに対して強い侵襲を受け、多大な精神的苦痛を被った。  

この精神的苦痛を金銭にあえて換算するならば、金１００万円を下るこ

とはない。 

また、このような裁判官の行為の違法性を訴訟にて争うには代理人弁護

士による訴訟活動が必要不可欠であることから、少なくとも損害額の１割

に相当する金員（１０万円）は、弁護士費用相当損害金として、本件レイ

ンボー柄排除命令と因果関係のある損害にあたる。 
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２ 原告清水について 

原告清水は、本件バッジ排除命令 （清水）及び本件パーカー文字排除処

置により、自身のアイデンティティに対して強い侵襲を受け、また、養生

テープを幾重にも貼られた奇異な服を着用せざるを得なくされるという

点で、多大な精神的苦痛を被った。  

この精神的苦痛をあえて金銭に換算するならば、金１００万円を下るこ

とはない。 

また、このような裁判官の行為の違法性を訴訟にて争うには代理人弁護

士による訴訟活動が必要不可欠であることから、少なくとも損害額の１割

に相当する金員（１０万円）は、弁護士費用相当損害金として、本件バッ

ジ排除命令（清水）及び本件パーカー文字排除処置と因果関係のある損害

にあたる。 

 

３ 原告小川について 

原告小川は、本件バッジ排除命令（小川）により、自身のアイデンティ

ティに対して強い侵襲を受けるとともに、弁護権を侵害 ・制約され、多大

な精神的苦痛を被った。 

この精神的苦痛をあえて金銭に換算するならば、金１００万円を下るこ

とはない。 

また、このような裁判官の行為の違法性を訴訟にて争うには代理人弁護

士による訴訟活動が必要不可欠であることから、少なくとも損害額の１割

に相当する金員（１０万円）は、弁護士費用相当損害金として、本件バッ

ジ排除命令（小川）と因果関係のある損害にあたる。  

 

第８ 結論 

よって、 
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原告鈴木は、被告に対し、本件レインボー柄排除命令という裁判長上田

の違法な公権力の行使により被った損害の賠償請求として、金１１０万円、

及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年３

パーセントの割合による遅延損害金を、  

原告清水は、被告に対し、本件バッジ排除命令（清水）及び本件パーカ

ー文字排除処置という裁判長國井の違法な公権力の行使により被った損

害の賠償請求として、金１１０万円、及び、これに対する訴状送達の日の

翌日から支払済みまで民法所定の年３パーセントの割合による遅延損害

金を、 

原告小川は、被告に対し、本件バッジ排除命令（小川）という裁判長國

井の違法な公権力の行使により被った損害の賠償請求として、金１１０万

円、及び、これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の

年３パーセントの割合による遅延損害金を、 

それぞれ求める。 

以 上 

 

証拠方法  

証拠説明書記載のとおり 

 

添付書類  

      １ 訴訟委任状           計３通  

      ２ 訴状副本            １通 

      ３ 証拠の写し          各２通  

      ４ 証拠説明書            ２通 
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